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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月23日に提出いたしました第115期(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)の有価証券報

告書の添付書類のうち、「定款」の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

訂正後の「定款」を別途添付しております。

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

定款

[訂正前]

(取締役の責任免除及び社外取締役との間の責任限定契約)

第26条　当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を

含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限定額は、法

令が規定する額とする。

　

[訂正後]

(取締役の責任免除及び社外取締役との間の責任限定契約)

第26条　当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を

含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法

令が規定する額とする。
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